
鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって
下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様
全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202
利用規約は
こちら

〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部
健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり文化創造
シンボルキャラクター
「げんきトリピー」

社員の健康づくり
スタートガイド
社員の健康づくり
スタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。
　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）
・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」
又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた
だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。
※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた
しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　
鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階
全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。
特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。
選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。

例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等

例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。

（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）
例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所
事業所名称
※社判の押印でも
かまいません。

電話番号 メールアドレス

　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ
　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」



とあるセミナーにて

％％

％

.0％

協会けんぽ鳥取支部
キャスター 協子

「健康経営」との出会い

「健康経営」は従業員の健康保持や増進に対して中長期
的に投資することにより、経営面で大きなメリットを
得ることができます。

企業が従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践
する「健康増進に積極的に取組む企業経営」のことです。

「健康経営®」とは

従業員のモチベーション
の向上・欠勤率の低下に
より生産性がUPします。

生産性の向上生産性の向上
従業員の職場に対するイメージ
が向上し、対外的にも働きやすい
会社であることをアピールでき
ます。

● 就活生及び転職者に対するアンケートを実施し、企業が健康経営に取組んでいることが
就職先の決め手になると約 6 割が回答。

● 求職者が働く職場に望むもののトップは、心身の健康を保ちながら働けることであり、
多様な価値観を持つ働く世代において健康経営が重要な要素となっていることがわかる。

企業のイメージアップ企業のイメージアップ

健康状態を良好に保つこと
で労災や事故発生を予防
し、病気休職者による欠員
のリスクを回避できます。

リスクマネジメントリスクマネジメント
従業員の健康増進により医療費
の支出が抑制され、将来的に保
険料の負担軽減に繋がります。

医療費等の負担軽減医療費等の負担軽減

健康経営に取組むと…

なるほど、健康経営か…。
そういえば、以前に協会
けんぽから健康経営の冊
子が送られてきてたな。

わが社のこれからは…

従業員を大切にする会社、健康で長く働き続けられる
会社と認識されることで、人材の定着や人材の確保へ
と繋がります。

構造的人手不足

健康経営と就活生の関係 健康経営銘柄、健康経営
優良法人における離職率

（出所）リクルートワークス研究所「未来予想 2040」
経済産業省 2024 作成資料掲載
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健康経営度調査
回答企業平均

（参考）
全国平均

2.22.2

出典：「健康経営の推進について（R5 年度）」（経済産業省）

労働人口の減少により、新人採用
の競争が激しくなるため、良い会
社（ホワイト企業）であるという
イメージを抱いてもらうこと、ま
た今の従業員に長く元気に働いて
もらうことが重要です。

シミュレーションモデルは労働政策研究・研修機構『労働力需給の推計ー労働力需給モデル（2018 年度版）による将来推計ー』の方法を参考にリクルートワー
クス研究所が構築。シミュレーションは「需要ブロック」「供給ブロック」「需給調整ブロック」で構成され、2019 年以前の実績データから将来の予測式を導出。
需要ブロック：各産業での生産額、賃金、労働時間等から就業者数の変化率を推計。
供給ブロック：性・年齢階級別（女性は有配偶・無配偶別）に労働力率を推計。労働力率に影響する変数には失業率、進学率、実質賃金など様々なものがあり、

対象ごとに異なる組み合わせで予測式を導出。得られた労働力率を将来人口推計に乗じることで労働力人口を推計。
需給調整ブロック：有効求人倍率から失業率、賃金上昇率を推計。

※離職率の全国平均は「厚生労働省2021年（令和3年）雇用
動向調査」に基づく。（ただし健康経営度調査の回答範囲と
異なる可能性がある）
※離職率＝正社員における離職者数／正社員数を各社ごと
に算出し、それぞれの企業群で平均値を算出
※なお、離職率に関する設問は健康経営度調査の評価には
含まれていない。

■ 供給不足（右軸）　　　労働需要（左軸）　　　労働供給（左軸）

4.64.6 4.64.6

11.111.1

実は私どもの会社は数年
前まで人手不足で困って
いました。

しかし、健康経営を
始めてからは従業員
の笑顔も増えて会社
の雰囲気も良くなり、
新卒者の応募も増え
てきました。

人手を補充したくても、
若い人材はなかなか来て
くれない。なるほど、健康管理に

留まらず、経営戦略的に
取組むのか。

Cさんから調子が悪く
て入院すると連絡があ
りました！退職も考え
ていると…

長く勤めて
くれている
従業員にも
元気に勤め
てほしい。

最近調子悪
そうだった
けれどそこ
までとは。

セミナーから帰った後のオフィスにて

総
務
担
当

C
さ
ん

えぇ！
Cさんが！？
えぇ！
Cさんが！？

　出所：日経新聞社「働き方に関するアンケート」2023年 9月実施。就活生600人、転職者300人を対象に実施。
経済産業省 2024 作成資料掲載

鳥取県・協
会けんぽか

ら「健康経
営®」のご

案内

社員の健
康づくり

宣言書

宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。鳥取県知事
　様

全国健康保
険協会鳥取

支部　支部
長　様

令和8年度
版

健康政策課
 : 0857-2

6-7202

利用規約は
こちら

〈作成〉
全国健康保

険協会 鳥取
支部

健康経営係
：0857-2

5-0050

鳥取県内で
約2,300社

が健康経営
に取り組ん

でいます！

※「健康経
営®」は、N

PO 法人健
康経営研究

会の登録商
標です。

＊令和 8年
1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり
文化創造

シンボルキ
ャラクター

「げんきト
リピー」

社員の健
康づくり

スタート
ガイド社員の健
康づくり

スタート
ガイド

・ 健康づく
り宣言を行

った事業者
様は、協会

けんぽホー
ムページや

広報誌等に
事業所名を

掲載させて
いただきま

す。

　掲載を希
望されない

場合は、協
会けんぽ鳥

取支部まで
ご連絡くだ

さい。（電話
番号 0857

- 25-005
0）

・ 「社員の
健康づくり

宣言事業所
認定証」に

掲載される
認定文は、

「貴社」「社
員」等の表

現となって
おりますが

、それぞれ
「貴事業所

」

又は「貴団
体」、「職員

」又は「従
業員」への

変更が可能
です。ご希

望の場合は
、宣言書を

提出される
際にその旨

をご連絡く
ださい。

・ メールア
ドレスをご

記入いただ
きますと、

メールマガ
ジンの配信

をいたしま
す。協会け

んぽホーム
ページ掲載

の利用規約
に同意いた

だいたうえ
でメールア

ドレスをご
記入くださ

い。また、
提供いただ

いた内容は
鳥取県と共

有いたしま
す。

※メールア
ドレスあて

に鳥取県か
ら健康づく

りに関わる
案内等が届

きます。な
お、健康づ

くりに関わ
る案内以外

の目的では
利用いた

しません。

【FAX】0857
-25 -0060

〒680-85
60　

鳥取市今町
2 丁目 11

2 番地

アクティ日
ノ丸総本社

ビル 5 階

全国健康保
険協会鳥取

支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択
項目の内、

一つ以上選
択し、チェ

ックを入れ
てください

。

選択項目は
5 つのプラ

ンから自社
の現状に合

った目標を
お選びくだ

さい。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し
弁当の改善

、休肝日の
設定等。

例：階段使
用の励行、

朝礼後にラ
ジオ体操を

おこなう等

例：敷地内
禁煙。禁煙

日の設定。
等

例：ストレ
スチェック

の実施、メ
ンタルヘル

ス研修の実
施等。

（上記プラ
ン以外を目

標にする場
合は下のカ

ッコ内にご
記入くださ

い）

例：感染症
対策（手洗

い、咳エチ
ケットなど

）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～

8 桁）

事業所住所

事業所名称

※社判の押
印でも

かまいませ
ん。

電話番号

メールアドレ
ス

　　　
　　を実

践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

表紙

裏表紙 鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内

社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202

利用規約はこちら
〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で悩んでいる事業所様へ

健康づくり文化創造シンボルキャラクター「げんきトリピー」

社員の健康づくりスタートガイド

社員の健康づくりスタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。

　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）

・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」

又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた

だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。

※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた

しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。

選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プランたばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。
例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）

例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底
事業所記号（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所事業所名称※社判の押印でもかまいません。

電話番号

メールアドレス

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙

裏表紙

1 2



とあるセミナーにて

％％

％

.0％

協会けんぽ鳥取支部
キャスター 協子

「健康経営」との出会い

「健康経営」は従業員の健康保持や増進に対して中長期
的に投資することにより、経営面で大きなメリットを
得ることができます。

企業が従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践
する「健康増進に積極的に取組む企業経営」のことです。

「健康経営®」とは

従業員のモチベーション
の向上・欠勤率の低下に
より生産性がUPします。

生産性の向上生産性の向上
従業員の職場に対するイメージ
が向上し、対外的にも働きやすい
会社であることをアピールでき
ます。

● 就活生及び転職者に対するアンケートを実施し、企業が健康経営に取組んでいることが
就職先の決め手になると約 6 割が回答。

● 求職者が働く職場に望むもののトップは、心身の健康を保ちながら働けることであり、
多様な価値観を持つ働く世代において健康経営が重要な要素となっていることがわかる。

企業のイメージアップ企業のイメージアップ

健康状態を良好に保つこと
で労災や事故発生を予防
し、病気休職者による欠員
のリスクを回避できます。

リスクマネジメントリスクマネジメント
従業員の健康増進により医療費
の支出が抑制され、将来的に保
険料の負担軽減に繋がります。

医療費等の負担軽減医療費等の負担軽減

健康経営に取組むと…

なるほど、健康経営か…。
そういえば、以前に協会
けんぽから健康経営の冊
子が送られてきてたな。

わが社のこれからは…

従業員を大切にする会社、健康で長く働き続けられる
会社と認識されることで、人材の定着や人材の確保へ
と繋がります。

構造的人手不足

健康経営と就活生の関係 健康経営銘柄、健康経営
優良法人における離職率

（出所）リクルートワークス研究所「未来予想 2040」
経済産業省 2024 作成資料掲載

A社社長

B社社長

％ 12

10

8

6

4

2

0
健康経営銘柄
2023

健康経営
優良法人2023

健康経営度調査
回答企業平均

（参考）
全国平均

2.22.2

出典：「健康経営の推進について（R5 年度）」（経済産業省）

労働人口の減少により、新人採用
の競争が激しくなるため、良い会
社（ホワイト企業）であるという
イメージを抱いてもらうこと、ま
た今の従業員に長く元気に働いて
もらうことが重要です。

シミュレーションモデルは労働政策研究・研修機構『労働力需給の推計ー労働力需給モデル（2018 年度版）による将来推計ー』の方法を参考にリクルートワー
クス研究所が構築。シミュレーションは「需要ブロック」「供給ブロック」「需給調整ブロック」で構成され、2019 年以前の実績データから将来の予測式を導出。
需要ブロック：各産業での生産額、賃金、労働時間等から就業者数の変化率を推計。
供給ブロック：性・年齢階級別（女性は有配偶・無配偶別）に労働力率を推計。労働力率に影響する変数には失業率、進学率、実質賃金など様々なものがあり、

対象ごとに異なる組み合わせで予測式を導出。得られた労働力率を将来人口推計に乗じることで労働力人口を推計。
需給調整ブロック：有効求人倍率から失業率、賃金上昇率を推計。

※離職率の全国平均は「厚生労働省2021年（令和3年）雇用
動向調査」に基づく。（ただし健康経営度調査の回答範囲と
異なる可能性がある）
※離職率＝正社員における離職者数／正社員数を各社ごと
に算出し、それぞれの企業群で平均値を算出
※なお、離職率に関する設問は健康経営度調査の評価には
含まれていない。

■ 供給不足（右軸）　　　労働需要（左軸）　　　労働供給（左軸）

4.64.6 4.64.6

11.111.1

実は私どもの会社は数年
前まで人手不足で困って
いました。

しかし、健康経営を
始めてからは従業員
の笑顔も増えて会社
の雰囲気も良くなり、
新卒者の応募も増え
てきました。

人手を補充したくても、
若い人材はなかなか来て
くれない。なるほど、健康管理に

留まらず、経営戦略的に
取組むのか。

Cさんから調子が悪く
て入院すると連絡があ
りました！退職も考え
ていると…

長く勤めて
くれている
従業員にも
元気に勤め
てほしい。

最近調子悪
そうだった
けれどそこ
までとは。

セミナーから帰った後のオフィスにて

総
務
担
当

C
さ
ん

えぇ！
Cさんが！？
えぇ！
Cさんが！？

　出所：日経新聞社「働き方に関するアンケート」2023年 9月実施。就活生600人、転職者300人を対象に実施。
経済産業省 2024 作成資料掲載

鳥取県・協
会けんぽか

ら「健康経
営®」のご

案内

社員の健
康づくり

宣言書

宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。鳥取県知事
　様

全国健康保
険協会鳥取

支部　支部
長　様

令和8年度
版

健康政策課
 : 0857-2

6-7202

利用規約は
こちら

〈作成〉
全国健康保

険協会 鳥取
支部

健康経営係
：0857-2

5-0050

鳥取県内で
約2,300社

が健康経営
に取り組ん

でいます！

※「健康経
営®」は、N

PO 法人健
康経営研究

会の登録商
標です。

＊令和 8年
1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり
文化創造

シンボルキ
ャラクター

「げんきト
リピー」

社員の健
康づくり

スタート
ガイド社員の健
康づくり

スタート
ガイド

・ 健康づく
り宣言を行

った事業者
様は、協会

けんぽホー
ムページや

広報誌等に
事業所名を

掲載させて
いただきま

す。

　掲載を希
望されない

場合は、協
会けんぽ鳥

取支部まで
ご連絡くだ

さい。（電話
番号 0857

- 25-005
0）

・ 「社員の
健康づくり

宣言事業所
認定証」に

掲載される
認定文は、

「貴社」「社
員」等の表

現となって
おりますが

、それぞれ
「貴事業所

」

又は「貴団
体」、「職員

」又は「従
業員」への

変更が可能
です。ご希

望の場合は
、宣言書を

提出される
際にその旨

をご連絡く
ださい。

・ メールア
ドレスをご

記入いただ
きますと、

メールマガ
ジンの配信

をいたしま
す。協会け

んぽホーム
ページ掲載

の利用規約
に同意いた

だいたうえ
でメールア

ドレスをご
記入くださ

い。また、
提供いただ

いた内容は
鳥取県と共

有いたしま
す。

※メールア
ドレスあて

に鳥取県か
ら健康づく

りに関わる
案内等が届

きます。な
お、健康づ

くりに関わ
る案内以外

の目的では
利用いた

しません。

【FAX】0857
-25 -0060

〒680-85
60　

鳥取市今町
2 丁目 11

2 番地

アクティ日
ノ丸総本社

ビル 5 階

全国健康保
険協会鳥取

支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択
項目の内、

一つ以上選
択し、チェ

ックを入れ
てください

。

選択項目は
5 つのプラ

ンから自社
の現状に合

った目標を
お選びくだ

さい。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し
弁当の改善

、休肝日の
設定等。

例：階段使
用の励行、

朝礼後にラ
ジオ体操を

おこなう等

例：敷地内
禁煙。禁煙

日の設定。
等

例：ストレ
スチェック

の実施、メ
ンタルヘル

ス研修の実
施等。

（上記プラ
ン以外を目

標にする場
合は下のカ

ッコ内にご
記入くださ

い）

例：感染症
対策（手洗

い、咳エチ
ケットなど

）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～

8 桁）

事業所住所

事業所名称

※社判の押
印でも

かまいませ
ん。

電話番号

メールアドレ
ス

　　　
　　を実

践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

表紙

裏表紙 鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内

社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202

利用規約はこちら
〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で悩んでいる事業所様へ

健康づくり文化創造シンボルキャラクター「げんきトリピー」

社員の健康づくりスタートガイド

社員の健康づくりスタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。

　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）

・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」

又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた

だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。

※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた

しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。

選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プランたばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。
例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）

例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底
事業所記号（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所事業所名称※社判の押印でもかまいません。

電話番号

メールアドレス

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙

裏表紙

1 2



健康経営のメリットとは？

従業員が健康な会社とそうでない会社、どちらの生産
性が高いと思いますか？もちろん健康な従業員が多い
会社ですよね！

従業員の健康度UPのために何をする？

それぞれ事業所によって、課題は様々だと思います。
従業員の方々からの意見も取り入れてみてください。
新たな課題発見につながるかもしれません。

健康経営を推進する企業が実感する効果 健康経営に取組むことでどのような効果を
実感していますか？

選択項目ってどうやって選べばいいの？

健康関連のコスト（損失）内訳 アブセンティーズム

出典：健康経営の推進及び「健康経営銘柄 2021」
　　　「健康経営優良法人 2021」について
　　　（経済産業省ヘルスケア産業課）

出典：東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット（2016）
　　　「健康経営評価指標の策定・活用事業成果報告書」

従業員の健康状態の改善
従業員の生活習慣や健康へのリテラシーの改善・向上

企業ブランドイメージの向上
組織の活性化

従業員間のコミュニケーションの改善・促進
過重労働の抑制・防止ワークライフバランスの推進
従業員のモチベーション・エンゲージメントの向上

人材の採用
従業員の生産性の向上

リスクマネジメントの強化
離職の防止

企業業績の向上
顧客満足度の向上

その他
特に効果は実感していない

無回答

55.6％55.6％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％

43.2％43.2％
42.4％42.4％
41.1％41.1％
40.0％40.0％

34.4％34.4％
32.5％32.5％

30.6％30.6％
30.2％30.2％

22.4％22.4％
21.5％21.5％

19.5％19.5％ サンプル数＝6,095サンプル数＝6,095
9.9％9.9％

0.8％0.8％
0.4％0.4％

31.3％31.3％

まずは御社の健康課題を考えてみてください。その課題に該当する内容の
選択項目を選びましょう。
思い浮かばない場合、何にしようか悩む場合には、P8～ 10 の健康づくり
メニュー項目を参考にしてみてください。みんなやってる度の★が多いも
のは、多くの事業所様が取組まれている項目ですので、比較的取組みやす
い項目です。健康づくりへの第一歩を踏み出すためには、取組みやすい項
目を選択することも一つの方法です。

多くの企業が効果
を実感しており、
健康状態の改善、
イメージの向上、
組織の活性化・生
産性向上、人材採
用・離職防止、業績
の向上など、様々
な効果があります。

病気や体調不良などにより従業員が会社を
欠勤している状態（による損失）

必須項目

プレゼンティーズム
出勤はしているが、心身の不調により十分
なパフォーマンスが発揮できず、業務遂行
能力や生産性が落ちてしまう状態（による
損失）

Ｑ

出勤はしているので目にみえにくいですが、実は体調や気持ちがすぐれ
ない状態で仕事をすることによる損失は、病気等で欠勤するよりも非常
に大きく、一人当たり年間で約100万円の差異があると考えられています。

プレゼンティーズム
77.9％

医療費
15.7％

労災補償費
0.9％

傷病手当金支給額
1.0％

アブセン
ティーズム
4.4％

隠れた
リスク

健康づくり宣言時には、事業所ごとに取組んでいただく目標を設定いただきます。
目標には、全事業所に取組んでいただく「必須項目」と、５つのプランから自社の現状に合った目標を一つ
以上選んでいただく「選択項目」があります。
※「選択項目」のプランは複数選択可能です。

社員・職員の健診受診率
100％を目指します。

特定保健指導の実施率
50％以上を目指します。

選択項目

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プラン
たばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・
ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

運
動
習
慣
の
定
着

プ
ラ
ン
に
決
定
！

階段使用の励行は
どうかな？すぐに
始められるし費用
もかからない！

従業員の健康増進、
企業のイメージアッ
プで人材確保…

最近調子
はどうか
ね。

ちょっと
調べてみ
ますね。

人手不足で
全体的に作
業が遅れ気
味です…。

宣言書の提出時に
は、取組み内容を
決める必要がある
みたいです。

なるほど、全事業所が
取組む必須項目と、
各事業所がそれぞれ
に取組む選択項目が
あるのか。

どうやって選択項目の
取組み内容を決めれば
いいだろうか？

営業担当

こちらの部署
でも採用者よ
りも退職者が
多く、似たよう
な状況です。

現場担当

この前のセミ
ナーで聞いた
健康経営をわ
が社もやって
みよう！

早速、宣言書
を協会けんぽ
にFAXする
か。

健康経営を
取り入れると、
良いことばか
りみたいです
ね。

鳥取県・協
会けんぽか

ら「健康経
営®」のご

案内

社員の健
康づくり

宣言書

宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。鳥取県知事
　様

全国健康保
険協会鳥取

支部　支部
長　様

令和8年度
版

健康政策課
 : 0857-2

6-7202

利用規約は
こちら

〈作成〉
全国健康保

険協会 鳥取
支部

健康経営係
：0857-2

5-0050

鳥取県内で
約2,300社

が健康経営
に取り組ん

でいます！

※「健康経
営®」は、N

PO 法人健
康経営研究

会の登録商
標です。

＊令和 8年
1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり
文化創造

シンボルキ
ャラクター

「げんきト
リピー」

社員の健
康づくり

スタート
ガイド社員の健
康づくり

スタート
ガイド

・ 健康づく
り宣言を行

った事業者
様は、協会

けんぽホー
ムページや

広報誌等に
事業所名を

掲載させて
いただきま

す。

　掲載を希
望されない

場合は、協
会けんぽ鳥

取支部まで
ご連絡くだ

さい。（電話
番号 0857

- 25-005
0）

・ 「社員の
健康づくり

宣言事業所
認定証」に

掲載される
認定文は、

「貴社」「社
員」等の表

現となって
おりますが

、それぞれ
「貴事業所

」

又は「貴団
体」、「職員

」又は「従
業員」への

変更が可能
です。ご希

望の場合は
、宣言書を

提出される
際にその旨

をご連絡く
ださい。

・ メールア
ドレスをご

記入いただ
きますと、

メールマガ
ジンの配信

をいたしま
す。協会け

んぽホーム
ページ掲載

の利用規約
に同意いた

だいたうえ
でメールア

ドレスをご
記入くださ

い。また、
提供いただ

いた内容は
鳥取県と共

有いたしま
す。

※メールア
ドレスあて

に鳥取県か
ら健康づく

りに関わる
案内等が届

きます。な
お、健康づ

くりに関わ
る案内以外

の目的では
利用いた

しません。

【FAX】0857
-25 -0060

〒680-85
60　

鳥取市今町
2 丁目 11

2 番地

アクティ日
ノ丸総本社

ビル 5 階

全国健康保
険協会鳥取

支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択
項目の内、

一つ以上選
択し、チェ

ックを入れ
てください

。

選択項目は
5 つのプラ

ンから自社
の現状に合

った目標を
お選びくだ

さい。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し
弁当の改善

、休肝日の
設定等。

例：階段使
用の励行、

朝礼後にラ
ジオ体操を

おこなう等

例：敷地内
禁煙。禁煙

日の設定。
等

例：ストレ
スチェック

の実施、メ
ンタルヘル

ス研修の実
施等。

（上記プラ
ン以外を目

標にする場
合は下のカ

ッコ内にご
記入くださ

い）

例：感染症
対策（手洗

い、咳エチ
ケットなど

）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～

8 桁）

事業所住所

事業所名称

※社判の押
印でも

かまいませ
ん。

電話番号

メールアドレ
ス

　　　
　　を実

践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

表紙

裏表紙 鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内

社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202

利用規約はこちら
〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で悩んでいる事業所様へ

健康づくり文化創造シンボルキャラクター「げんきトリピー」

社員の健康づくりスタートガイド

社員の健康づくりスタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。

　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）

・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」

又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた

だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。

※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた

しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。

選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プランたばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。
例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）

例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底
事業所記号（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所事業所名称※社判の押印でもかまいません。

電話番号

メールアドレス

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙

裏表紙

鳥取県・協
会けんぽか

ら「健康経
営®」のご

案内

社員の健
康づくり

宣言書

宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。鳥取県知事
　様

全国健康保
険協会鳥取

支部　支部
長　様

令和8年度
版

健康政策課
 : 0857-2

6-7202

利用規約は
こちら

〈作成〉
全国健康保

険協会 鳥取
支部

健康経営係
：0857-2

5-0050

鳥取県内で
約2,300社

が健康経営
に取り組ん

でいます！

※「健康経
営®」は、N

PO 法人健
康経営研究

会の登録商
標です。

＊令和 8年
1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり
文化創造

シンボルキ
ャラクター

「げんきト
リピー」

社員の健
康づくり

スタート
ガイド社員の健
康づくり

スタート
ガイド

・ 健康づく
り宣言を行

った事業者
様は、協会

けんぽホー
ムページや

広報誌等に
事業所名を

掲載させて
いただきま

す。

　掲載を希
望されない

場合は、協
会けんぽ鳥

取支部まで
ご連絡くだ

さい。（電話
番号 0857

- 25-005
0）

・ 「社員の
健康づくり

宣言事業所
認定証」に

掲載される
認定文は、

「貴社」「社
員」等の表

現となって
おりますが

、それぞれ
「貴事業所

」

又は「貴団
体」、「職員

」又は「従
業員」への

変更が可能
です。ご希

望の場合は
、宣言書を

提出される
際にその旨

をご連絡く
ださい。

・ メールア
ドレスをご

記入いただ
きますと、

メールマガ
ジンの配信

をいたしま
す。協会け

んぽホーム
ページ掲載

の利用規約
に同意いた

だいたうえ
でメールア

ドレスをご
記入くださ

い。また、
提供いただ

いた内容は
鳥取県と共

有いたしま
す。

※メールア
ドレスあて

に鳥取県か
ら健康づく

りに関わる
案内等が届

きます。な
お、健康づ

くりに関わ
る案内以外

の目的では
利用いた

しません。

【FAX】0857
-25 -0060

〒680-85
60　

鳥取市今町
2 丁目 11

2 番地

アクティ日
ノ丸総本社

ビル 5 階

全国健康保
険協会鳥取

支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択
項目の内、

一つ以上選
択し、チェ

ックを入れ
てください

。

選択項目は
5 つのプラ

ンから自社
の現状に合

った目標を
お選びくだ

さい。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し
弁当の改善

、休肝日の
設定等。

例：階段使
用の励行、

朝礼後にラ
ジオ体操を

おこなう等

例：敷地内
禁煙。禁煙

日の設定。
等

例：ストレ
スチェック

の実施、メ
ンタルヘル

ス研修の実
施等。

（上記プラ
ン以外を目

標にする場
合は下のカ

ッコ内にご
記入くださ

い）

例：感染症
対策（手洗

い、咳エチ
ケットなど

）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～

8 桁）

事業所住所

事業所名称

※社判の押
印でも

かまいませ
ん。

電話番号

メールアドレ
ス

　　　
　　を実

践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

表紙

裏表紙 鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内

社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202

利用規約はこちら
〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で悩んでいる事業所様へ

健康づくり文化創造シンボルキャラクター「げんきトリピー」

社員の健康づくりスタートガイド

社員の健康づくりスタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。

　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）

・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」

又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた

だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。

※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた

しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。

選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プランたばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。
例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）

例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底
事業所記号（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所事業所名称※社判の押印でもかまいません。

電話番号

メールアドレス

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙

裏表紙

3 4



健康経営のメリットとは？

従業員が健康な会社とそうでない会社、どちらの生産
性が高いと思いますか？もちろん健康な従業員が多い
会社ですよね！

従業員の健康度UPのために何をする？

それぞれ事業所によって、課題は様々だと思います。
従業員の方々からの意見も取り入れてみてください。
新たな課題発見につながるかもしれません。

健康経営を推進する企業が実感する効果 健康経営に取組むことでどのような効果を
実感していますか？

選択項目ってどうやって選べばいいの？

健康関連のコスト（損失）内訳 アブセンティーズム

出典：健康経営の推進及び「健康経営銘柄 2021」
　　　「健康経営優良法人 2021」について
　　　（経済産業省ヘルスケア産業課）

出典：東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット（2016）
　　　「健康経営評価指標の策定・活用事業成果報告書」

従業員の健康状態の改善
従業員の生活習慣や健康へのリテラシーの改善・向上

企業ブランドイメージの向上
組織の活性化

従業員間のコミュニケーションの改善・促進
過重労働の抑制・防止ワークライフバランスの推進
従業員のモチベーション・エンゲージメントの向上

人材の採用
従業員の生産性の向上

リスクマネジメントの強化
離職の防止

企業業績の向上
顧客満足度の向上

その他
特に効果は実感していない

無回答

55.6％55.6％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％

43.2％43.2％
42.4％42.4％
41.1％41.1％
40.0％40.0％

34.4％34.4％
32.5％32.5％

30.6％30.6％
30.2％30.2％

22.4％22.4％
21.5％21.5％

19.5％19.5％ サンプル数＝6,095サンプル数＝6,095
9.9％9.9％

0.8％0.8％
0.4％0.4％

31.3％31.3％

まずは御社の健康課題を考えてみてください。その課題に該当する内容の
選択項目を選びましょう。
思い浮かばない場合、何にしようか悩む場合には、P8～ 10 の健康づくり
メニュー項目を参考にしてみてください。みんなやってる度の★が多いも
のは、多くの事業所様が取組まれている項目ですので、比較的取組みやす
い項目です。健康づくりへの第一歩を踏み出すためには、取組みやすい項
目を選択することも一つの方法です。

多くの企業が効果
を実感しており、
健康状態の改善、
イメージの向上、
組織の活性化・生
産性向上、人材採
用・離職防止、業績
の向上など、様々
な効果があります。

病気や体調不良などにより従業員が会社を
欠勤している状態（による損失）

必須項目

プレゼンティーズム
出勤はしているが、心身の不調により十分
なパフォーマンスが発揮できず、業務遂行
能力や生産性が落ちてしまう状態（による
損失）

Ｑ

出勤はしているので目にみえにくいですが、実は体調や気持ちがすぐれ
ない状態で仕事をすることによる損失は、病気等で欠勤するよりも非常
に大きく、一人当たり年間で約100万円の差異があると考えられています。

プレゼンティーズム
77.9％

医療費
15.7％

労災補償費
0.9％

傷病手当金支給額
1.0％

アブセン
ティーズム
4.4％

隠れた
リスク

健康づくり宣言時には、事業所ごとに取組んでいただく目標を設定いただきます。
目標には、全事業所に取組んでいただく「必須項目」と、５つのプランから自社の現状に合った目標を一つ
以上選んでいただく「選択項目」があります。
※「選択項目」のプランは複数選択可能です。

社員・職員の健診受診率
100％を目指します。

特定保健指導の実施率
50％以上を目指します。

選択項目

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プラン
たばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・
ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

運
動
習
慣
の
定
着

プ
ラ
ン
に
決
定
！

階段使用の励行は
どうかな？すぐに
始められるし費用
もかからない！

従業員の健康増進、
企業のイメージアッ
プで人材確保…

最近調子
はどうか
ね。

ちょっと
調べてみ
ますね。

人手不足で
全体的に作
業が遅れ気
味です…。

宣言書の提出時に
は、取組み内容を
決める必要がある
みたいです。

なるほど、全事業所が
取組む必須項目と、
各事業所がそれぞれ
に取組む選択項目が
あるのか。

どうやって選択項目の
取組み内容を決めれば
いいだろうか？

営業担当

こちらの部署
でも採用者よ
りも退職者が
多く、似たよう
な状況です。

現場担当

この前のセミ
ナーで聞いた
健康経営をわ
が社もやって
みよう！

早速、宣言書
を協会けんぽ
にFAXする
か。

健康経営を
取り入れると、
良いことばか
りみたいです
ね。

鳥取県・協
会けんぽか

ら「健康経
営®」のご

案内

社員の健
康づくり

宣言書

宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。鳥取県知事
　様

全国健康保
険協会鳥取

支部　支部
長　様

令和8年度
版

健康政策課
 : 0857-2

6-7202

利用規約は
こちら

〈作成〉
全国健康保

険協会 鳥取
支部

健康経営係
：0857-2

5-0050

鳥取県内で
約2,300社

が健康経営
に取り組ん

でいます！

※「健康経
営®」は、N

PO 法人健
康経営研究

会の登録商
標です。

＊令和 8年
1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり
文化創造

シンボルキ
ャラクター

「げんきト
リピー」

社員の健
康づくり

スタート
ガイド社員の健
康づくり

スタート
ガイド

・ 健康づく
り宣言を行

った事業者
様は、協会

けんぽホー
ムページや

広報誌等に
事業所名を

掲載させて
いただきま

す。

　掲載を希
望されない

場合は、協
会けんぽ鳥

取支部まで
ご連絡くだ

さい。（電話
番号 0857

- 25-005
0）

・ 「社員の
健康づくり

宣言事業所
認定証」に

掲載される
認定文は、

「貴社」「社
員」等の表

現となって
おりますが

、それぞれ
「貴事業所

」

又は「貴団
体」、「職員

」又は「従
業員」への

変更が可能
です。ご希

望の場合は
、宣言書を

提出される
際にその旨

をご連絡く
ださい。

・ メールア
ドレスをご

記入いただ
きますと、

メールマガ
ジンの配信

をいたしま
す。協会け

んぽホーム
ページ掲載

の利用規約
に同意いた

だいたうえ
でメールア

ドレスをご
記入くださ

い。また、
提供いただ

いた内容は
鳥取県と共

有いたしま
す。

※メールア
ドレスあて

に鳥取県か
ら健康づく

りに関わる
案内等が届

きます。な
お、健康づ

くりに関わ
る案内以外

の目的では
利用いた

しません。

【FAX】0857
-25 -0060

〒680-85
60　

鳥取市今町
2 丁目 11

2 番地

アクティ日
ノ丸総本社

ビル 5 階

全国健康保
険協会鳥取

支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択
項目の内、

一つ以上選
択し、チェ

ックを入れ
てください

。

選択項目は
5 つのプラ

ンから自社
の現状に合

った目標を
お選びくだ

さい。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し
弁当の改善

、休肝日の
設定等。

例：階段使
用の励行、

朝礼後にラ
ジオ体操を

おこなう等

例：敷地内
禁煙。禁煙

日の設定。
等

例：ストレ
スチェック

の実施、メ
ンタルヘル

ス研修の実
施等。

（上記プラ
ン以外を目

標にする場
合は下のカ

ッコ内にご
記入くださ

い）

例：感染症
対策（手洗

い、咳エチ
ケットなど

）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～

8 桁）

事業所住所

事業所名称

※社判の押
印でも

かまいませ
ん。

電話番号

メールアドレ
ス

　　　
　　を実

践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

表紙

裏表紙 鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内

社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202

利用規約はこちら
〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で悩んでいる事業所様へ

健康づくり文化創造シンボルキャラクター「げんきトリピー」

社員の健康づくりスタートガイド

社員の健康づくりスタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。

　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）

・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」

又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた

だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。

※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた

しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。

選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プランたばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。
例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）

例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底
事業所記号（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所事業所名称※社判の押印でもかまいません。

電話番号

メールアドレス

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙

裏表紙

鳥取県・協
会けんぽか

ら「健康経
営®」のご

案内

社員の健
康づくり

宣言書

宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。鳥取県知事
　様

全国健康保
険協会鳥取

支部　支部
長　様

令和8年度
版

健康政策課
 : 0857-2

6-7202

利用規約は
こちら

〈作成〉
全国健康保

険協会 鳥取
支部

健康経営係
：0857-2

5-0050

鳥取県内で
約2,300社

が健康経営
に取り組ん

でいます！

※「健康経
営®」は、N

PO 法人健
康経営研究

会の登録商
標です。

＊令和 8年
1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり
文化創造

シンボルキ
ャラクター

「げんきト
リピー」

社員の健
康づくり

スタート
ガイド社員の健
康づくり

スタート
ガイド

・ 健康づく
り宣言を行

った事業者
様は、協会

けんぽホー
ムページや

広報誌等に
事業所名を

掲載させて
いただきま

す。

　掲載を希
望されない

場合は、協
会けんぽ鳥

取支部まで
ご連絡くだ

さい。（電話
番号 0857

- 25-005
0）

・ 「社員の
健康づくり

宣言事業所
認定証」に

掲載される
認定文は、

「貴社」「社
員」等の表

現となって
おりますが

、それぞれ
「貴事業所

」

又は「貴団
体」、「職員

」又は「従
業員」への

変更が可能
です。ご希

望の場合は
、宣言書を

提出される
際にその旨

をご連絡く
ださい。

・ メールア
ドレスをご

記入いただ
きますと、

メールマガ
ジンの配信

をいたしま
す。協会け

んぽホーム
ページ掲載

の利用規約
に同意いた

だいたうえ
でメールア

ドレスをご
記入くださ

い。また、
提供いただ

いた内容は
鳥取県と共

有いたしま
す。

※メールア
ドレスあて

に鳥取県か
ら健康づく

りに関わる
案内等が届

きます。な
お、健康づ

くりに関わ
る案内以外

の目的では
利用いた

しません。

【FAX】0857
-25 -0060

〒680-85
60　

鳥取市今町
2 丁目 11

2 番地

アクティ日
ノ丸総本社

ビル 5 階

全国健康保
険協会鳥取

支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択
項目の内、

一つ以上選
択し、チェ

ックを入れ
てください

。

選択項目は
5 つのプラ

ンから自社
の現状に合

った目標を
お選びくだ

さい。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し
弁当の改善

、休肝日の
設定等。

例：階段使
用の励行、

朝礼後にラ
ジオ体操を

おこなう等

例：敷地内
禁煙。禁煙

日の設定。
等

例：ストレ
スチェック

の実施、メ
ンタルヘル

ス研修の実
施等。

（上記プラ
ン以外を目

標にする場
合は下のカ

ッコ内にご
記入くださ

い）

例：感染症
対策（手洗

い、咳エチ
ケットなど

）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～

8 桁）

事業所住所

事業所名称

※社判の押
印でも

かまいませ
ん。

電話番号

メールアドレ
ス

　　　
　　を実

践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ
　　　

　　を実
践して

社員が
いきい

きと働
ける職

場へ

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

「健康
経営」

表紙

裏表紙 鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内

社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって

下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202

利用規約はこちら
〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で悩んでいる事業所様へ

健康づくり文化創造シンボルキャラクター「げんきトリピー」

社員の健康づくりスタートガイド

社員の健康づくりスタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。

　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）

・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」

又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた

だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。

※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた

しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。

特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。

選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン
運動習慣の定着プランたばこ対策プラン
メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン
オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。
例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）

例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底
事業所記号（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所事業所名称※社判の押印でもかまいません。

電話番号

メールアドレス

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

　　　　　を実践して社員がいきいきと働ける職場へ

「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙

裏表紙
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鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって
下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様
全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202
利用規約は
こちら

〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部
健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり文化創造
シンボルキャラクター
「げんきトリピー」

社員の健康づくり
スタートガイド
社員の健康づくり
スタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。
　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）
・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」
又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた
だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。
※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた
しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　
鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階
全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。
特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。
選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。

例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等

例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。

（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）
例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所
事業所名称
※社判の押印でも
かまいません。

電話番号 メールアドレス

　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ
　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙裏表紙

いざ、「健康経営」をスタート！

まずは「社員の健康づくり宣言書」を協会けんぽにご提出く
ださい。認定証の他にも事例集などをお送りいたします。
御社の健康経営の取組みの参考にしてみてください。

「健康経営」は、事業主みずからが、
“社員の健康づくりに取組むこと”を

社内外に宣言することからスタートします !

「企業健康度カルテ」

取組み目標の
選択項目を決める

宣言することを決めたら

「社員の健康
　  づくり宣言書」
をFAXまたは郵送
するだけでOK！

裏表紙の 鳥取県知事と協会けんぽ
鳥取支部長連名の「社員
の健康づくり宣言事業所
認定証」 を進呈 !

● 自社の健康度を県平均や同業種の平均と比較することができます。
● 健康度の変化の推移を確認することができます。
● 健康リスクが高い項目＝社員の健康管理で力を入れたほうがよいポイントです。

従業員にはいきい
き働いてもらいた
いから、毎朝朝礼後
にラジオ体操も始
めよう！

「企業健康度カルテ」で会社の健康度をチェック！
宣言事業所へお届け！宣言事業所へお届け！

あなたの会社の健康課題を把握して、
リスクに応じた健康づくりに取組みましょう。

運動習慣の定着プラン

立
派
じ
ゃ
〜
！

お
お
〜
！

※企業健康度カルテの様式は変更となる場合があります。
　また、被保険者数が少ない場合には、個人情報特定の恐れがあるため、カルテデータを発行できないことがあります。

FAX
郵送

後日～
企業健康度カルテ?他の企業はこんな

素晴らしい取組み
をしているのか！

取組み目標の
選択項目も決
めましたし、こ
れで準備でき
ましたね！

協会けんぽから
届いた「企業健康
度カルテ」です。

新たな取組みとし
て、就業中の階段
使用を加えてみ
ませんか？

よし、健康づ
くり宣言書
を協会けん
ぽにFAXし
よう。

認定証に健康づくり
事例集、情報誌に健
康講座の案内…

認定証 事例集 情報誌 健康講座
チラシ

会社の
健康状態や習慣が
一目で分かる !

運動習慣の
ランクが全
て悪いじゃ
ないか…

わが社の健康状態が分
かるのか！このデータ
を利用して、わが社の
具体的な取組みを考え
てみよう！

それは
なんだ？
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鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって
下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様
全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202
利用規約は
こちら

〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部
健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり文化創造
シンボルキャラクター
「げんきトリピー」

社員の健康づくり
スタートガイド
社員の健康づくり
スタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。
　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）
・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」
又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた
だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。
※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた
しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　
鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階
全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。
特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。
選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。

例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等

例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。

（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）
例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所
事業所名称
※社判の押印でも
かまいません。

電話番号 メールアドレス

　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ
　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」

表紙裏表紙

いざ、「健康経営」をスタート！

まずは「社員の健康づくり宣言書」を協会けんぽにご提出く
ださい。認定証の他にも事例集などをお送りいたします。
御社の健康経営の取組みの参考にしてみてください。

「健康経営」は、事業主みずからが、
“社員の健康づくりに取組むこと”を

社内外に宣言することからスタートします !

「企業健康度カルテ」

取組み目標の
選択項目を決める

宣言することを決めたら

「社員の健康
　  づくり宣言書」
をFAXまたは郵送
するだけでOK！

裏表紙の 鳥取県知事と協会けんぽ
鳥取支部長連名の「社員
の健康づくり宣言事業所
認定証」 を進呈 !

● 自社の健康度を県平均や同業種の平均と比較することができます。
● 健康度の変化の推移を確認することができます。
● 健康リスクが高い項目＝社員の健康管理で力を入れたほうがよいポイントです。

従業員にはいきい
き働いてもらいた
いから、毎朝朝礼後
にラジオ体操も始
めよう！

「企業健康度カルテ」で会社の健康度をチェック！
宣言事業所へお届け！宣言事業所へお届け！

あなたの会社の健康課題を把握して、
リスクに応じた健康づくりに取組みましょう。

運動習慣の定着プラン

立
派
じ
ゃ
〜
！

お
お
〜
！

※企業健康度カルテの様式は変更となる場合があります。
　また、被保険者数が少ない場合には、個人情報特定の恐れがあるため、カルテデータを発行できないことがあります。

FAX
郵送

後日～
企業健康度カルテ?他の企業はこんな

素晴らしい取組み
をしているのか！

取組み目標の
選択項目も決
めましたし、こ
れで準備でき
ましたね！

協会けんぽから
届いた「企業健康
度カルテ」です。

新たな取組みとし
て、就業中の階段
使用を加えてみ
ませんか？

よし、健康づ
くり宣言書
を協会けん
ぽにFAXし
よう。

認定証に健康づくり
事例集、情報誌に健
康講座の案内…

認定証 事例集 情報誌 健康講座
チラシ

会社の
健康状態や習慣が
一目で分かる !

運動習慣の
ランクが全
て悪いじゃ
ないか…

わが社の健康状態が分
かるのか！このデータ
を利用して、わが社の
具体的な取組みを考え
てみよう！

それは
なんだ？
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定期健診の項目に 5 大がん（胃、肺、
大腸、子宮、乳房）検診がセットに！

約 20,000 円相当の健診が自己負担
最大 5,500 円で受診できる！

健診がさらに手厚く、新しく！

今年度から健診がさらに手厚く新しくなりました！
「生活習慣病予防健診」「人間ドック健診」をぜひご活用
ください！　　　　

会社で取り組める「健康づくり」を提案します

具体的取組み内容の参考にしてみてください。
小さな積み重ねが大きな結果につながります！

※健康づくりメニューのリニューアルに伴い、一部メニューの文言が変更されております

※35～ 39歳の方は胃・大腸がん検診省略可

※子宮頸がん・乳がん検診を受診する場合は別途料金がかかります

「生活習慣病予防健診」とは 健康づくり基本メニュー協会けんぽの 35歳 ～ 74歳の被保険者を対象とした健診です！

（令和 7 年度の取組報告 1,154 件のうち）

取組
ポイント

みんな
やってる度

経営者が協会けんぽ・鳥取県に対して「社員の健康づくり宣言」を行っている。

経営者が従業員に対して「従業員を大切にしている」ことを表明している。（宣言書の掲示など）

協会けんぽの「健康保険委員」に登録している。

社内に「健康づくり担当者」を設けている。

健康づくりの取組みをホームページや SNS等を活用し、発信している。

個人ごとに健康づくり目標を決め実行し、達成度合いを確認している。

● 経営者・担当者が健康づくりの啓発を行っている。

▶朝礼・ミーティング・社内報などで健康づくり等の呼びかけを行っている。

▶健康づくりを啓発するポスターの掲示を行っている。

▶健康に関するリーフレットの配布・設置を行っている。

経営者自らが率先して健康診断を受診し、健康管理に努めている。

健康診断を受けやすい環境を整備している。( 休暇の付与・バス健診車の手配 )

● 従業員の健診受診や病気の予防を促進している。

▶定期健康診断の結果データを協会けんぽに提供または提供依頼書を提出している。

▶20 歳、25 歳、30歳、35 歳以上の従業員は生活習慣病予防健診または
　人間ドック健診を受診している。（対象者の半数以上）

▶情報機器（VDT）健診の費用補助を行っている。

▶健診未受診者がいないか担当者が確認を行い、未受診者には受診勧奨を行っている。

▶要再検査者（要治療者）などに対する受診促進と受診確認を行っている。

▶協会けんぽの特定保健指導の受入応諾を行っている。( 対象者がいない場合、受入意志がある場合を含む）

▶協会けんぽの特定保健指導対象者の70％以上が初回面談を行っている。( 対象者がいない場合も含む）

▶オプション健診（ドック・乳がん・子宮頸がん・前立腺がん検診等）の費用補助をしている。

▶感染症（インフルエンザ・新型コロナウイルス等）の予防接種を会社単位で実施または費用補助を行っている。

▶熱中症予防などの季節的対策を行っている。

従業員の家族に対して健診の受診勧奨を行っている。
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700社以上が実施  … ★★★★ 500社以上 … ★★／

スタートガイドを見ながら

わが社の健診は生
活習慣病予防健診
だったかな？

そうですね。法定
健診項目もクリ
アできますし、費
用補助があって
自己負担額を
抑えること
ができるみ
たいです。

今年度から
協会けんぽ
の人間ドック
健診も補助
が始まった
そうですよ！

今年は人間ドックを
受けてみようかと
思ってるんだが人間
ドックは補助の対象
になるのかな？

すぐに職員全員に
健診を受けるよう
に周知しよう！

それに20歳、25歳、30歳の
被保険者も生活習慣病予防
健診の費用補助の対象にな
るみたいですよ！

さらに今年度からは…

定期健診
項目

5大がん
検診
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定期健診の項目に 5 大がん（胃、肺、
大腸、子宮、乳房）検診がセットに！

約 20,000 円相当の健診が自己負担
最大 5,500 円で受診できる！

健診がさらに手厚く、新しく！

今年度から健診がさらに手厚く新しくなりました！
「生活習慣病予防健診」「人間ドック健診」をぜひご活用
ください！　　　　

会社で取り組める「健康づくり」を提案します

具体的取組み内容の参考にしてみてください。
小さな積み重ねが大きな結果につながります！

※健康づくりメニューのリニューアルに伴い、一部メニューの文言が変更されております

※35～ 39歳の方は胃・大腸がん検診省略可

※子宮頸がん・乳がん検診を受診する場合は別途料金がかかります

「生活習慣病予防健診」とは 健康づくり基本メニュー協会けんぽの 35歳 ～ 74歳の被保険者を対象とした健診です！

（令和 7 年度の取組報告 1,154 件のうち）

取組
ポイント

みんな
やってる度

経営者が協会けんぽ・鳥取県に対して「社員の健康づくり宣言」を行っている。

経営者が従業員に対して「従業員を大切にしている」ことを表明している。（宣言書の掲示など）

協会けんぽの「健康保険委員」に登録している。

社内に「健康づくり担当者」を設けている。

健康づくりの取組みをホームページや SNS等を活用し、発信している。

個人ごとに健康づくり目標を決め実行し、達成度合いを確認している。

● 経営者・担当者が健康づくりの啓発を行っている。

▶朝礼・ミーティング・社内報などで健康づくり等の呼びかけを行っている。

▶健康づくりを啓発するポスターの掲示を行っている。

▶健康に関するリーフレットの配布・設置を行っている。

経営者自らが率先して健康診断を受診し、健康管理に努めている。

健康診断を受けやすい環境を整備している。( 休暇の付与・バス健診車の手配 )

● 従業員の健診受診や病気の予防を促進している。

▶定期健康診断の結果データを協会けんぽに提供または提供依頼書を提出している。

▶20 歳、25 歳、30歳、35 歳以上の従業員は生活習慣病予防健診または
　人間ドック健診を受診している。（対象者の半数以上）

▶情報機器（VDT）健診の費用補助を行っている。

▶健診未受診者がいないか担当者が確認を行い、未受診者には受診勧奨を行っている。

▶要再検査者（要治療者）などに対する受診促進と受診確認を行っている。

▶協会けんぽの特定保健指導の受入応諾を行っている。( 対象者がいない場合、受入意志がある場合を含む）

▶協会けんぽの特定保健指導対象者の70％以上が初回面談を行っている。( 対象者がいない場合も含む）

▶オプション健診（ドック・乳がん・子宮頸がん・前立腺がん検診等）の費用補助をしている。

▶感染症（インフルエンザ・新型コロナウイルス等）の予防接種を会社単位で実施または費用補助を行っている。

▶熱中症予防などの季節的対策を行っている。

従業員の家族に対して健診の受診勧奨を行っている。
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栄養・食事・口腔部門メニュー 取組
ポイント

みんな
やってる度

従業員に朝食をとることを奨励している。

仕出し弁当や食堂について、糖分・塩分・カロリー等に配慮したメニューにしている。

設置型の社食サービス（健康に配慮したもの）を利用している。

食事の際、野菜（サラダ等）や果物の摂取を推奨している。

甘味飲料の制限など就業中の飲み物に配慮している。

従業員が自由に利用できるウォーターサーバーなどを設置している。

休肝日などを設定し、アルコールの過剰摂取に配慮している。

協会けんぽホームページ（メールマガジン）のレシピなどを従業員に周知している。

歯科検診の実施・費用補助をしている。

食後の歯磨き実施を推奨している。（1 日 3 回以上）

職場のデンタル環境を整備する。（歯ブラシ・フロス等を支給する、洗口液の設置等）

歯科医院へ通院しやすい配慮を行っている。（検診、治療）
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★

★

★

職場環境整備部門メニュー 取組
ポイント

みんな
やってる度

スマホアプリや社内システムなどを活用し、従業員の健康づくり管理等を行っている。

快適な職場環境の整備 ( 整理・整頓・清潔・掃除・しつけ、の 5S 活動 ) に努めている。

衛生委員会 ( またはそれに代わるミーティングなど ) を毎月実施している。

協会けんぽが実施しているレンタル事業や健康講座を利用し従業員の健康づくりに対する意識づけを行っている。

昼休憩以外のリフレッシュタイムを設けている。

急な仕事が入っても、シフト変更等で従業員が休憩時間を取れるように配慮している。

事業継続計画、感染症防止対策などの対応マニュアルを策定している。

長時間労働を抑制する仕組みをつくっている。( ノー残業デーの設定・勤務時間インターバルの導入など）

経営者が従業員の有給休暇の取得を奨励している。

時間単位の有給制度を導入している。

再診に要する時間の「出勤認定」や特別休暇認定を行っている。

病気等で療養中の従業員が通院等しやすい環境整備に努めている。（休暇の付与等）

就業時間中の禁煙や敷地内禁煙を実施している。

たばこの健康影響についての研修など、喫煙者を減らす取組みを行っている。

喫煙者を減らす取り組みの結果、禁煙に成功した従業員がいる。（最大 4 名までポイント加算）

禁煙時間・禁煙日・禁煙ウィーク・禁煙月間などを設定している。

社長自ら禁煙を宣言し実行している。

社用車の禁煙を実施している。

禁煙外来などの利用を支援している。（県の卒煙支援推進事業補助金など）

在宅勤務、時短勤務、フレックスタイム制度などの柔軟な働き方制度を導入している。
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5
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★★
★
NEW!
★
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★
★

その他健康づくりメニュー 取組
ポイント

みんな
やってる度
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7×講座数

NEW!

NEW!

★

★
★
NEW!
NEW!

NEW!

運動部門メニュー
階段の使用を励行している。（エレベーターの使用を控える、2アップ 3ダウン運動など）

勤務時間中やお昼過ぎなどにラジオ体操・ストレッチを実施している。

座った状態で片足を浮かせるなど座ったままできるスキマ時間運動や筋トレを実施・推奨している。

座りすぎ防止を意識した職場環境づくり（こまめに立ち上がる、スタンディングミーティングなど）を行っている。

ウォーキングイベントに事業所単位で参加者を募集し、参加している。

アプリ導入・歩数計貸与等、歩くことへの意識づけを行っている。

スポーツジム等の法人契約を行っている。

体操教室・ヨガ教室・ロコモ予防教室への参加を促進している。

年に 1 回社内で体力測定を行っている。

運動会・ウォーキングイベントを開催している。

運動強化週間・月間などを設定している。

マイカー通勤から自転車通勤への変更を奨励している。

近場出張の際の自転車使用または徒歩での移動を推奨している。

7
7
7
7
7
8
10
15
15
10
10
7
7

★
★
NEW!
NEW!

メンタルヘルス部門メニュー
疲労やストレスなどの悩みを相談できる相談室や相談員を設置し、従業員に周知している。

疲労やストレスなどの悩みを相談できる外部機関について従業員に周知している。（こころの耳など）

誰もが利用できる休憩室を設置している。

1 日 6 時間以上の睡眠をとるよう従業員に呼びかけを行っている。

従業員間のコミュニケーション向上の親睦会・レクリエーションを実施している。

経営者、従業員全員がメンタルヘルス研修を受講している。

ストレスチェックを実施している。

ストレスチェック後の面接指導などを実施している。

ストレスチェック後の集団分析結果を用いた職場環境改善を実施している。

メンタルヘルス不調で休職した従業員の復職支援を実施、または備え（マニュアル策定など）がある。

上司・部下の定期的な面談等を実施し、相談がしやすい環境をつくっている。

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
5-17
5-18
5-19
5-20

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

8
5
7
5
10
7
8
10
10
10
7

★

★★
★
★

★

★

取組
ポイント

みんな
やってる度

取組
ポイント

みんな
やってる度

健康づくり担当者が協会けんぽの「公式 LINE」「メールマガジン」
「けんぽアプリ」すべてを登録・活用して健康づくりの周知・啓発を行っている。
従業員が協会けんぽの「公式 LINE」「メールマガジン」「けんぽアプリ」すべてを活用し
健康づくりに取り組んでいる。（従業員の半数以上）
鳥取県や市町村の「健康マイレージ」※ を社員に案内している。
※健康づくり活動に対してポイントを付与し、ポイントに応じて景品を贈呈する取組。
● 鳥取県や協会けんぽが開催する研修会などへ参加している。※セミナー開催月は予定です

▶令和 8 年 8 月  健康づくり担当者研修会　

▶令和 8 年 11 月  年金委員・健康保険委員研修会

▶令和 9 年 1 月  健康経営実践セミナー

健康経営通信を職場内で掲示・回覧している。

鳥取県「がん検診パートナー企業」へ登録している。

鳥取県「フレイル予防健康講座」を受講している。

事業所として各地の健康づくりイベントに協力・参加している。

鳥取県「企業向けメンタルヘルス出前講座」を受講している。

鳥取産業保健総合支援センターの専門的実地相談を受けた。

鳥取産業保健総合支援センター「メンタルヘルス対策支援」を受けた。

鳥取産業保健総合支援センター「治療と仕事の両立支援」を受けた。

鳥取産業保健総合支援センターの「メールマガジン」を登録している。

鳥取産業保健総合支援センター「転倒・腰痛予防指導出張支援」を受講している。

鳥取産業保健総合支援センター「産業保健研修会」を受講している。

上記以外の健康講座を受講している。（市町村・団体・企業等が開催するものを含む）（最大5 講座までポイント加算）
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栄養・食事・口腔部門メニュー 取組
ポイント

みんな
やってる度

従業員に朝食をとることを奨励している。

仕出し弁当や食堂について、糖分・塩分・カロリー等に配慮したメニューにしている。

設置型の社食サービス（健康に配慮したもの）を利用している。

食事の際、野菜（サラダ等）や果物の摂取を推奨している。

甘味飲料の制限など就業中の飲み物に配慮している。

従業員が自由に利用できるウォーターサーバーなどを設置している。

休肝日などを設定し、アルコールの過剰摂取に配慮している。

協会けんぽホームページ（メールマガジン）のレシピなどを従業員に周知している。

歯科検診の実施・費用補助をしている。

食後の歯磨き実施を推奨している。（1 日 3 回以上）

職場のデンタル環境を整備する。（歯ブラシ・フロス等を支給する、洗口液の設置等）

歯科医院へ通院しやすい配慮を行っている。（検診、治療）
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職場環境整備部門メニュー 取組
ポイント

みんな
やってる度

スマホアプリや社内システムなどを活用し、従業員の健康づくり管理等を行っている。

快適な職場環境の整備 ( 整理・整頓・清潔・掃除・しつけ、の 5S 活動 ) に努めている。

衛生委員会 ( またはそれに代わるミーティングなど ) を毎月実施している。

協会けんぽが実施しているレンタル事業や健康講座を利用し従業員の健康づくりに対する意識づけを行っている。

昼休憩以外のリフレッシュタイムを設けている。

急な仕事が入っても、シフト変更等で従業員が休憩時間を取れるように配慮している。

事業継続計画、感染症防止対策などの対応マニュアルを策定している。

長時間労働を抑制する仕組みをつくっている。( ノー残業デーの設定・勤務時間インターバルの導入など）

経営者が従業員の有給休暇の取得を奨励している。

時間単位の有給制度を導入している。

再診に要する時間の「出勤認定」や特別休暇認定を行っている。

病気等で療養中の従業員が通院等しやすい環境整備に努めている。（休暇の付与等）

就業時間中の禁煙や敷地内禁煙を実施している。

たばこの健康影響についての研修など、喫煙者を減らす取組みを行っている。

喫煙者を減らす取り組みの結果、禁煙に成功した従業員がいる。（最大 4 名までポイント加算）

禁煙時間・禁煙日・禁煙ウィーク・禁煙月間などを設定している。
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無理なくできることから取組みを

「健康づくり取組報告シート」は毎年 3 月ごろにお送り
する健康経営通信に同封しております。１年間で取り
組んだ健康づくりの内容をぜひご報告ください。

8 月　健康づくり担当者研修会
1 月　健康経営実践セミナー

健康づくりに関する専門家や健康経営の進んだ取組みをされて
いる事業所を講師に招いております。
事業所の健康づくりに役に立つ情報を豊富に発信しています。
皆様のご参加をお待ちしております。

毎日ラジオ体操を行うことで身体
を動かす習慣づくりから取り組み
始めました。外国語やキャラク
ターコラボレーションのラジオ体
操を行うことで職員のコミュニ
ケーションにもつながりました。

健康づくりの効果はいかに

※健康づくり取組報告シートは毎年 3 月ごろに協会けんぽから
　事業所あてにお送りしています。

※開催月は予定です。

事業所独自の取組み事例

ラジオ体操の実施

取組みの効果

就業時間中の禁煙を社内規定に
設定しています。導入してから
は、喫煙者の１日あたりの喫煙
本数が減少しました。

取組みの効果

就業時間中の禁煙
実際に取組んだことを
健康づくり取組報告シートで報告しよう！

健康づくりに関するセミナーを多数開催しています！
研修会・セミナーの各チラシ

令和7年 8月実施
健康づくり担当者研修会

令和 8年 3月実施
健康経営実践セミナー

医療費だけでなく入院・外来の頻度も低く、健康経営
は体にもお財布にも優しい取組みです。じっくり続け
ていきましょう。

※一人当たり入院（外来）医療費…一年間にかかった入院（外来） 医療費の平均値。
（協会けんぽ鳥取支部 令和 7 年度実施　健康経営比較分析より抜粋）

※評価項目は変更となる可能性があります

健康経営の有無による違い

生活習慣病予防健診 受診率 一人当たり入院医療費※ 一人当たり外来医療費※

※健康づくり宣言の有無による健康度の経年変化を集計したもの。
　「健康経営比較分析」は協会けんぽ鳥取支部のホームページで公開しています。

健康づくりへの取組みで健康保険料率が下がる！～インセンティブ制度～
5つの項目の成績（偏差値）により、47都道府県支部のうち15位以内に入れば健康保険料率の引き下げにつながります。

評価項目 していただきたいこと
①特定健診等の受診率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨基準において速やか
に受診を要する者の医療機関受診率
⑤ジェネリック医薬品の使用割合

生活習慣病予防健診または特定健診を毎年必ず受診する。
協会けんぽから特定保健指導の案内が来たら必ず受ける。
特定保健指導を中断せず、生活習慣改善を継続する。
健診の結果、血圧・血糖・脂質の数値が高く、「要精密検査」
「要治療」と判定された場合は、必ず医療機関を受診する。
ジェネリック医薬品を積極的に使用する。

すべて
参加費
無料

健康づくりメ
ニューは参考
になるな。

ほうほう、健康
経営の有無によ
る違いを分析し
ているのか。

わが社では運
動不足の改善
をする必要が
あるから…

健康づくりに取組んで
いると、健康保険料
率の引き下げにもつ
ながるみたいだな。

なるほど、今年行った
健康づくりの取組みに
ついて記入するのか

意外と簡単に
始められそう
な取組みが多
いですね。

社長、協会けんぽ
から健康づくり
取組報告シート
が届きましたよ～

協会けんぽからの
お届け物で～す。 良いことづく

めですね！

ラジオ体操、階段使用の
励行の他にも、歩数計の
貸出や、ウォーキングイ
ベントの開催をしてみ
ませんか。

健康経営に取組ん
でいると、医療費
が低い傾向にある
みたいですね。

3月ごろ～ しばらくたったある日～

よし、さっそく
提出するぞ！
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ありがとう！
ありがとう！
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なんと、わが社が表彰事業所に！

健康づくりメニューにはそれぞれポイントが付いており、1年の取組みを「取組
報告シート」で報告すると、ポイント上位の事業所は表彰されます。

協会けんぽ支部長表彰

鳥取県知事表彰（R7～）

▶ ポイント上位 + 健診受診率が良好等の事業所を表彰
▶ 「総合部門（支部長表彰の中から選出）」「栄養・食事・口腔部門」
「運動部門」「メンタルヘルス部門」「職場環境整備部門」の各部
門で、特に優れた取組みを行っている事業所を部門別に表彰

鳥取県内全域の様々
な規模の事業所様が
表彰されています！

令和 7年 12 月 17 日 鳥取県庁にて

株式会社興洋工務店
代表取締役
野藤 様

鳥取県知事

平井 伸治

協会けんぽ鳥取支部
支部長

池内 徹

株式会社井木組
総務部長
八嶋 様

株式会社エミネット
常務取締役
山中 様

社会福祉法人みのり福祉会
人事課長
谷口 様

株式会社シセイ堂デザイン
代表取締役
植木 様

※事業所規模については、被保険者数 1 ～ 29 名を小規模、30 ～ 99 名を中規模、100 名以上を大規模としています。

支部長表彰内訳

順位 事 業 所 名 順位

8

9

10

11

12

13

13

株式会社 エナテクス

有限会社 トミムラ興産

東亜青果 株式会社

株式会社 井木組

山陰酸素工業 株式会社

公益財団法人 鳥取県保健事業団

有限会社　福井事務機

1

2

3

4

5

6

7

株式会社 清水

社会福祉法人 敬仁会

株式会社 興洋工務店

美保テクノス 株式会社

鳥取部品 株式会社
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お
お
〜
！

や
り
ま
し
た
ね
！

社長！わが社が
表彰ですって！

受賞おめでとうござ
います！そこで、社
長様にお願いがある
のですが…。

ありがとうございます。
ふむふむ、全然大丈夫
ですよ！

数年後～

協会けんぽ
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知事表彰受賞事業所のご紹介①

毎月「腹八分目の日」「野菜を多く食べる日」を設定し、ポスターを作成することで規則正しい食生活
の周知を実施されています。また全社員に携帯用歯ブラシセットを配布し昼食後の「昼歯磨き」の習
慣化を推進し、運動習慣強化週間では歯磨きをしながら「かかとの上げ下げ運動」を推進されています。

【総合部門】

株式会社 興洋工務店 様

令和7年度

社員の健康づくり
宣言スタート

平成 28 年 5 月

知事表彰の
対象となった
取組み

「規則正しい食生活の周知と
オーラルフレイルの習慣化」

バランスの良い食事が職員の健康につながると考え、鳥取短期大学生が考案したお弁当やヨーグルト、
適性塩分のお味噌汁を食べながら食の大切さについて栄養士の講演を受講されました。受講後から
お弁当に野菜をプラスするなどバランスの良い食事を意識する方が増加しました。

【栄養・食事・口腔部門】

株式会社 井木組 様
社員の健康づくり
宣言スタート

平成 26 年 7 月

知事表彰の
対象となった
取組み

「塩分や栄養バランスを学び
食生活を改善」

社内で「心と身体の健康推進部会」を発足し、令和 6 年度はメンタルヘルスに関する内容を中心に活動
されました。年に数回メンタルヘルス研修に取り組まれています。また全職員に行ったメンタルに
関するアンケート結果から職員のストレス状況を把握し、研修会の講義に対策を含めるなどメンタル
ヘルス対策の活動を実施されています。

【メンタルヘルス部門】

社会福祉法人 みのり福祉会 様
社員の健康づくり
宣言スタート

令和５年４月

知事表彰の
対象となった
取組み

「ストレスチェックを活用し
メンタルヘルス対策」

「美味しい珈琲を飲みたいね」の一言から、社員有志でキッチン周りを落ち着いたカフェ風に一新し、
季節等に合わせた無料の飲み物を複数揃え全社員が利用しやすい、にぎやかで、癒しの空間が作られ
ました。他にロビーで全社員が座れるテーブルを製作、食事会、打ち合わせなどコミュニケーションを
取りやすい職場の環境づくりが行われました。

【職場環境整備部門】

株式会社 シセイ堂デザイン 様
社員の健康づくり
宣言スタート

平成 26 年 7 月

知事表彰の
対象となった
取組み

「コミュニケーションの
   取りやすい空間づくり」

血管専門医から肌のしわ、くすみ、乾燥、免疫力やお腹周りの減量効果も期待できる毛細血管を活性化
するための習慣を学び、毎朝、朝礼時に全社員で「ゆるジャンプ」に取り組まれています。さらに個々の
体調に合わせて回数調整などの配慮を行い、全社員で取り組むことで健康づくりの習慣化を実現され
ています。

【運動部門】

株式会社 エミネット 様
社員の健康づくり
宣言スタート

平成 30 年 10 月

知事表彰の
対象となった
取組み

「朝礼時の“ゆるジャンプ”で
若々しく健康に」 ↑朝礼時に全社員で“ゆるジャンプ”中

知事表彰受賞事業所のご紹介②令和7年度

令和 7 年度より「総合部門」、「栄養・食事・口腔部門」、「運動部門」、「メンタルヘルス部門」、
「職場環境整備部門」の 5 部門を制定し、各部門で優れた取組みを行っている事業所様を
鳥取県知事より表彰する「部門別表彰」を導入しています。

総合部門表彰（１社）

その他 4 部門表彰（各部門１社）

部門別表彰への申込方法
STEP❶
STEP❷

毎年 3 月ごろに協会けんぽから届く「取組報告シート」の応募する部門に独自取組みを記入しよう！
取組報告シートを協会けんぽに提出しよう！

支部長表彰事業所で特に優れた取組みを行っている事業所

各部門の独自取組みで特に優れた取組みを行っている事業所

令和 7 年度から部門別の知事表彰を実施！

15 16
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取組みの流れ

さて、「健康経営」が人手不足などの、人口減少社会を乗り越えるため
に有効な経営戦略の一つであることがご理解いただけたでしょうか。
企業が従業員の健康に配慮してひとりひとりが心身ともに健康であれ
ば、社内のコミュニケーションも良好となり、より元気な会社になって
いくことが期待できます。
ぜひ皆さんも裏表紙の「社員の健康づくり宣言書」をFAXでお送りくだ
さい。

❶ 御社の課題を検討し、取組内容の選択項目をお選びください。

取組みの実施

（1項目以上、複数選択可）

▶ 選択に困った場合には、健康づくり取組みメニュー（本誌 p8 ～ 10）や、
　知事表彰事業所の取組み（本誌 p15 ～ 16）を参考にしてみてください。
▶ 難しく捉えず、着手しやすそうなプランをお選びください。

● 企業健康度カルテで自社の健康状態を把握しましょう。
● 取組事例集の他社の取組みを参考に健康づくりに取組みましょう。
● 県と共催の研修会・セミナーに参加したり、年 3 回送付の健康経営通信で
最新情報や健康づくりの知識を得て、自社の取組みに活用しましょう！

振り返りと表彰
● 年度末までの活動内容を振り返り、「取組
報告シート」を提出して報告！

● 取組みメニュー毎の獲得ポイント数や独自
取組み事例などから優秀事業所を表彰（支
部長表彰・知事表彰）

● 表彰事業所は新聞・協会けんぽホームぺー
ジなど各広報で紹介

次の取組みへ
● 企業健康度カルテは毎年お届け！
● 取組報告シートを基に、スタートガイドや
取組みメニューが更新され、新たな取組み
の参考にできる

● 参加事業所全体の医療費データなどを比較
分析した結果の公表

令和７年度は新たに３事業所様が殿堂入りとなりました！

殿堂入り事業所について

殿堂入り事業所
事業所の健康づくりにおいて、長きにわたり優れた取組みを実施された事業所様の功績を称え、
「殿堂入り事業所」として認定いたします。

● 令和 2 年度以降、協会けんぽ鳥取支部長表彰を通算5回受賞した事業所であること。
● 殿堂入りは 3年間。期間中は支部長表彰の受賞はありませんが、健康づくり取組報告シートを
ご提出いただくことで点数に関わらず鳥取県知事表彰へのエントリーが可能です。

殿堂入り事業所になると
❶ 新聞の特集記事でご紹介！
❷ 協会けんぽのホームページにて事業所様の取組みを詳しくご紹介！　

※状況により変更となる場合が
　ございますのでご了承ください。

❷ 「社員の健康づくり宣言書」（裏表紙）を記入して
　 FAXまたは郵送で協会けんぽへ参加申込！

「認定証」 と 「健康づくりに関する資料一式」が届く！その後…

企業健康度カルテ、取組事例集　etc.

資料を参考に、「健康経営」に取組みましょう！

※50 音順

エレックス株式会社
株式会社鳥取県倉吉自動車学校
有限会社向井組

令和 6 年度の殿堂入り事業所はこちら

※受賞歴は殿堂入り事業所の制度が導入された令和 2 年度分から掲載しています。　※50 音順

山陰酸素工業 株式会社
所在地

（写真右）　取締役執行役員管理本部長　細見 晃 様

米子市旗ヶ崎 2201-1

令和 2 年度
令和 3 年度
令和 5 年度
令和 6 年度
令和 7 年度

【受賞歴】

知事表彰
知事表彰
支部長表彰
知事表彰
支部長表彰

田中工業 株式会社
所在地

（写真右）　代表取締役社長　安部 裕子 様

鳥取市秋里 1247

（写真右）　代表取締役　深谷 紀行 様

令和 3 年度
令和 4 年度
令和 5 年度
令和 6 年度
令和 7 年度

【受賞歴】

支部長表彰
知事表彰
支部長表彰
知事表彰
支部長表彰

鳥取部品 株式会社
所在地 東伯郡琴浦町赤碕 276-3

令和 2 年度
令和 3 年度
令和 4 年度
令和 5 年度
令和 7 年度

【受賞歴】

支部長表彰
支部長表彰
支部長表彰
知事表彰
支部長表彰
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取組みの流れ

さて、「健康経営」が人手不足などの、人口減少社会を乗り越えるため
に有効な経営戦略の一つであることがご理解いただけたでしょうか。
企業が従業員の健康に配慮してひとりひとりが心身ともに健康であれ
ば、社内のコミュニケーションも良好となり、より元気な会社になって
いくことが期待できます。
ぜひ皆さんも裏表紙の「社員の健康づくり宣言書」をFAXでお送りくだ
さい。

❶ 御社の課題を検討し、取組内容の選択項目をお選びください。

取組みの実施

（1項目以上、複数選択可）

▶ 選択に困った場合には、健康づくり取組みメニュー（本誌 p8 ～ 10）や、
　知事表彰事業所の取組み（本誌 p15 ～ 16）を参考にしてみてください。
▶ 難しく捉えず、着手しやすそうなプランをお選びください。

● 企業健康度カルテで自社の健康状態を把握しましょう。
● 取組事例集の他社の取組みを参考に健康づくりに取組みましょう。
● 県と共催の研修会・セミナーに参加したり、年 3 回送付の健康経営通信で
最新情報や健康づくりの知識を得て、自社の取組みに活用しましょう！

振り返りと表彰
● 年度末までの活動内容を振り返り、「取組
報告シート」を提出して報告！

● 取組みメニュー毎の獲得ポイント数や独自
取組み事例などから優秀事業所を表彰（支
部長表彰・知事表彰）

● 表彰事業所は新聞・協会けんぽホームぺー
ジなど各広報で紹介

次の取組みへ
● 企業健康度カルテは毎年お届け！
● 取組報告シートを基に、スタートガイドや
取組みメニューが更新され、新たな取組み
の参考にできる

● 参加事業所全体の医療費データなどを比較
分析した結果の公表

令和７年度は新たに３事業所様が殿堂入りとなりました！

殿堂入り事業所について

殿堂入り事業所
事業所の健康づくりにおいて、長きにわたり優れた取組みを実施された事業所様の功績を称え、
「殿堂入り事業所」として認定いたします。

● 令和 2 年度以降、協会けんぽ鳥取支部長表彰を通算5回受賞した事業所であること。
● 殿堂入りは 3年間。期間中は支部長表彰の受賞はありませんが、健康づくり取組報告シートを
ご提出いただくことで点数に関わらず鳥取県知事表彰へのエントリーが可能です。

殿堂入り事業所になると
❶ 新聞の特集記事でご紹介！
❷ 協会けんぽのホームページにて事業所様の取組みを詳しくご紹介！　

※状況により変更となる場合が
　ございますのでご了承ください。

❷ 「社員の健康づくり宣言書」（裏表紙）を記入して
　 FAXまたは郵送で協会けんぽへ参加申込！

「認定証」 と 「健康づくりに関する資料一式」が届く！その後…

企業健康度カルテ、取組事例集　etc.

資料を参考に、「健康経営」に取組みましょう！

※50 音順

エレックス株式会社
株式会社鳥取県倉吉自動車学校
有限会社向井組

令和 6 年度の殿堂入り事業所はこちら

※受賞歴は殿堂入り事業所の制度が導入された令和 2 年度分から掲載しています。　※50 音順
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田中工業 株式会社
所在地
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令和 6 年度
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知事表彰
支部長表彰

鳥取部品 株式会社
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支部長表彰
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鳥取県・協会けんぽから「健康経営®」のご案内社員の健康づくり宣言書
宣言は、下記に必要事項をご記入いただき、コピーを FAX または郵送で

協会けんぽまでお申込みください。

わが社は「社員の健康づくり宣言事業所」として会社、社員一丸となって
下記項目について取り組んでいくことを宣言します。

鳥取県知事　様
全国健康保険協会鳥取支部　支部長　様

令和8年度版

健康政策課 : 0857-26-7202
利用規約は
こちら

〈作成〉

全国健康保険協会 鳥取支部
健康経営係：0857-25-0050

鳥取県内で約2,300社が健康経営に取り組んでいます！
※「健康経営®」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

＊令和 8年 1月末時点

人材確保で
悩んでいる
事業所様へ

健康づくり文化創造
シンボルキャラクター
「げんきトリピー」

社員の健康づくり
スタートガイド
社員の健康づくり
スタートガイド

・ 健康づくり宣言を行った事業者様は、協会けんぽホームページや広報誌等に事業所名を掲載させていただきます。
　掲載を希望されない場合は、協会けんぽ鳥取支部までご連絡ください。（電話番号 0857- 25-0050）
・ 「社員の健康づくり宣言事業所認定証」に掲載される認定文は、「貴社」「社員」等の表現となっておりますが、それぞれ「貴事業所」
又は「貴団体」、「職員」又は「従業員」への変更が可能です。ご希望の場合は、宣言書を提出される際にその旨をご連絡ください。

・ メールアドレスをご記入いただきますと、メールマガジンの配信をいたします。協会けんぽホームページ掲載の利用規約に同意いた
だいたうえでメールアドレスをご記入ください。また、提供いただいた内容は鳥取県と共有いたします。
※メールアドレスあてに鳥取県から健康づくりに関わる案内等が届きます。なお、健康づくりに関わる案内以外の目的では利用いた
しません。

【FAX】0857-25 -0060
〒680-8560　
鳥取市今町 2 丁目 112 番地
アクティ日ノ丸総本社ビル 5 階
全国健康保険協会鳥取支部 宛

必
須
項
目

社員・職員の健診受診率 100％を目指します。
特定保健指導の実施率 50％以上を目指します。

選
択
項
目

※下記選択項目の内、一つ以上選択し、チェックを入れてください。
選択項目は 5 つのプランから自社の現状に合った目標をお選びください。

食事の見直しプラン

運動習慣の定着プラン

たばこ対策プラン

メンタルヘルス対策・ワークライフバランスプラン

オリジナルプラン

例：仕出し弁当の改善、休肝日の設定等。

例：階段使用の励行、朝礼後にラジオ体操をおこなう等

例：敷地内禁煙。禁煙日の設定。等

例：ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修の実施等。

（上記プラン以外を目標にする場合は下のカッコ内にご記入ください）
例：感染症対策（手洗い、咳エチケットなど）の徹底

事業所記号
（数字 7 ～ 8 桁）

事業所住所
事業所名称
※社判の押印でも
かまいません。

電話番号 メールアドレス

　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ
　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ　　　　　を実践して
社員がいきいきと働

ける職場へ「健康経営」「健康経営」「健康経営」「健康経営」


